
平成２４年度予算下半期執行状況
各会計の予算執行状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

会計区分 歳入予算額 収入済額 執行率 歳出予算額 支出済額 執行率
一般会計 41,864,198 33,976,159 81.2% 41,864,198 34,533,156 82.5%

特
別
会
計

国民健康保険 13,711,814 11,648,607 85.0% 13,711,814 12,031,019 87.7%
後期高齢者医療 1,404,000 1,072,424 76.4% 1,404,000 1,339,226 95.4%
介護保険 7,724,787 6,468,467 83.7% 7,724,787 7,023,681 90.9%

基本財産基金運用 391,817 281,767 71.9% 391,817 391,219 99.8%
会計区分 収入予算額 執行額 執行率 支出予算額 執行額 執行率

企
業
会
計

水道 収益的収支 2,368,226 2,370,262 100.1% 2,128,223 2,079,951 97.7%
資本的収支 216,338 216,596 100.1% 988,208 971,878 98.3%

下水道 収益的収支 2,683,873 2,674,513 99.7% 2,520,764 2,464,240 97.8%
資本的収支 1,748,622 1,329,940 76.1% 3,017,411 2,582,936 85.6%

病院 収益的収支 7,285,120 6,860,421 94.2% 7,296,579 6,934,359 95.0%
資本的収支 548,081 537,274 98.0% 869,364 857,100 98.6%

地方債（長期の借入金）の状況
会計 残　高 市民１人当たり
一般 324 億 5,777 万円 26 万 8,592 円
水道 35 億 9,791 万円 2万 9,773 円
下水道 150 億 8,600 万円 12 万 4,839 円
病院 79 億 5,808 万円 6万 5,854 円
合計 590 億 9,976 万円 48 万 9,058 円

　

市有財産の状況
区　分 数　量 市民１人当たり

土地 655 万 9,206㎡ 54.28㎡
建物 35 万 3,673㎡ 2.93㎡
各種基金（現金等） 93 億 6,111 万円 7万 7,464 円
各種基金（土地） 16 万 9,235㎡ 1.40㎡
債権 ･有価証券 ･出資金 9 億 6,740 万円 8,005 円
車両 117 台 ―

一時借入金の状況
借入額（３月末）

一般                  25.0 億円
（限度額 100 億円 )

水道                        0 億円
（限度額 1億円）

下水道                        0 億円     
（限度額 6億円 )

病院                  10.9 億円  
（限度額 30 億円 )

　平成 24 年度下半期（平成
24 年 10 月から平成 25 年 3
月まで）の予算の執行状況を
お知らせします。
※市民一人当たりは、平成
25 年 4 月 1 日 現在の人口
120,844 人で計算しています。

　財政課☎ 381-1010

６月２３日 ( 日 ) ～２９日 ( 土 )
は男女共同参画週間です！
　期間中、情報図書館に男女共同参
画に関する図書コーナーを設置しま
す。ぜひ、お立ち寄りください。

ＤＶ相談窓口
江別市健康福祉部子ども家庭課
（母子自立支援員） ☎ 381-1236

北海道立女性相談援助センター
( 配偶者暴力相談支援センター） ☎ 666-9955

北海道環境生活部くらし安全局道民生
活課（男女平等参画グループ） ☎ 221-6780

石狩振興局保健環境部環境生活課 ☎ 232-4760
北海道警察本部相談センター ☎ 241-9110 ※
江別警察署 ☎ 382-0110
民間シェルター（女のスペース・おん） ☎ 219-7011
※または＃ 9110（プッシュ回線の電話、公衆電話、携帯電話、
PHS）
セクハラ相談窓口
北海道労働局雇用均等室 ☎ 709-2715
ＤＶ・セクハラ相談窓口
女性の人権ホットライン（札幌法務局） ☎ 0570-070-810
法テラス札幌 ( 日本司法支援センター
札幌地方事務所） ☎ 050-3383-5555

紅一点じゃ、足りない。

交際相手からの暴力や職場でのセクハラ
などは相談しましょう

　平成２５年６月２４日㈪から６月３０日㈰までは、全国一斉
「子どもの人権１１０番」強化週間です。
　いじめ、虐待、インターネットを悪用したプライ
バシー侵害など、子どもの人権に関する悩みごとや
心配ごとについて、法務局職員や人権擁護委員が相
談時間を延長して対応し、解決に導きます。
相談は無料で、秘密は厳守されます。お気軽にご相談ください。
【全国共通フリーダイヤル】
  　　　　　      ０１２０－０

ぜろぜろななのひゃくとうばん
０７－１１０

●相談時間は次のとおりです。
６月２４日㈪～６月２８日㈮午前８時３０分～午後７時
６月２９日㈯、６月３０日㈰午前１０時～午後５時

※当初予算で限度額を設定し
ている会計のみ記載

　市では、「男女共同参画週間」に合わせ、市民
の皆さんに男女共同参画に対する理解を深めてい
ただくために講演会を開催します。
　東日本大震災で多くの障がいを持った方や高齢
者が犠牲になったことから、災害時における要援
護者支援という視点から地域の連帯や男女の支え
合いについて考えてみませんか。
　参加無料、当日会場へ。
　詳細は、市ホームページにも掲載します。
▽日時　6月 26 日㈬ 13 時 30 分～ 15 時 30 分
▽会場　野幌公民館 研修室 3・4号室
▽講師　北翔大学 人間福祉学部教授   林

はやし

 恭
やすひろ

裕 氏
▽定員　50 名程度
※託児を希望される方は、6月 14 日㈮までに政策
調整課男女共同参画担当へお申し込みください。
　なお、保険料として当日子ども一人につき 100
円が必要です。

　政策調整課男女共同参画担当☎ 381 ‐
1033、　　381-1071、Email=danjo@city.ebetsu.
lg.jp へ。

（平成 25年度キャッチフレーズ）


